
問い合わせ　市生活環境課 廃棄物対策係　☎27-8453

ペットボトル・プラスチックの収集を月2回に増やします月2回に増やします
　市は、家庭での保管の負担を軽減すること、より多くのペットボトル・プラスチックをリ
サイクルするため、4月から収集回数を月2回に増やします。
●収集対象となるもの
　分別区分の詳細は「ごみの分け方・出し方ガイドブック」をご覧ください。

●収集対象とならないもの
　プラスチック素材100％のものでも
　× 加工したペットボトル…………………… 一般ごみ
　× 土、油分、塩分の汚れが落ちないもの… 一般ごみ
　× 衣装ケースなどの大きなもの…………… 粗大ごみ（要予約）
●収集日
　　本号と一緒に配布される「令和8年度版ごみカレンダー」をご覧ください。
●出し方
　　・収集日当日の8時までに出す（収集日前日には出さないこと）
　　・透明か半透明の袋、または市指定ごみ袋に入れる
　　・プラスチック製容器包装と製品プラスチックは同じ袋、ペットボトルは別な袋に入れること

　①ペットボトル（PETマークあり）
　　キャップとラベルは外して、プラスチック製容器包装へ

　②プラスチック製容器包装（プラマークあり）
　　大きさが50cm以下で、プラスチック素材100％のもの
　　・プラスチック製のカップ、パック類　　　
　　・ペットボトルのキャップ・ラベル
　　・発泡スチロール、食品トレイなど
　③製品プラスチック（プラマークなし）
　　プラスチックのみでできた大きさが50cm以下の製品のうち
　　・食品保存容器　　・クリアファイル　　・洗面器　など

市ホームページ

問い合わせ　市市民課 総合窓口係　☎27-8450

　釜石市が本籍地の人に、氏名の振り仮名をお知らせする通知を令和7年7月上旬に送付していま
す。記載される予定の振り仮名について、再度ご確認ください。

　振り仮名の通知がお手元にない場合は、マイナポータルで確認することができます。
　また、市市民課窓口で本人確認資料（マイナンバーカード、免許証など）を提示してい
ただければ、ご自身の振り仮名を確認することもできます。

　マイナンバーカードをお持ちの人は、スマートフォンのマイナポータルアプリから
転出届の提出ができます。
 ●手続きができる人 　次の3つの条件を満たしていること
　・有効なマイナンバーカードを持っている
　・�申請者が署名用電子証明書の暗証番号（英数字６桁以上）と券面事項入力補助用の暗証番号
（数字4桁）が分かる

　・�マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンと
　　ICカードリーダーがある
 ●申請ができる期間 
　・引越し前に申請する場合 ➡ 引越し予定日から30日前
　・引越し後に申請する場合 ➡ 引越し日から10日以内

コンビニ交付とは
　マイナンバーカードを利用して、市区町村が発行する各種証明書が全国のコン
ビニエンスストアなどのマルチコピー機から取得できるサービスです。
　また、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合でも事前にマルチコ
ピー機から利用登録申請をすることで戸籍証明書も取得できます。

利用できる場所・時間
　全国どこでも最寄りのコンビニエンスストアなど店舗内に設置されているマル
チコピー機（キオスク端末）で証明書が取得できます。

証明書の種類 取得可能日 取得可能時間
住民票、印鑑証明書、課税証明書 毎日 6時30分～23時

戸籍証明書、戸籍の附票 年末年始および土・日曜日、祝日を除く毎日 8時30分～17時15分

戸籍に記載される予定の振り仮名を確認しましょう

スマートフォンから転出届の提出ができます

コンビニで各種証明書が取得できます

マイナポータル
アプリはこちら

手続きの流れなど
詳細はこちら

取得方法は
こちら

問い合わせ　釜石警察署 交通課　☎25-0110

特に注意して欲しい振り仮名の例
拗音（小さい「ャ」「ュ」「ョ」）や  促音（小さい「ッ」）であるべきものが、
　　　　大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などになっていないか
　例　「ウエタ」「ウエダ」　「シヅコ」「シズコ」
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